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税務訴訟資料 第２６６号－１２０（順号１２８９８） 

東京高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消請求控訴事件 

国側当事者・国（下館税務署長） 

平成２８年９月８日棄却・確定 

（第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２７年１２月１１日判決、本資料

２６５号－１８６・順号１２７６９） 

判 決 

控訴人 Ａ 

同訴訟代理人弁護士 富岡 英次 

同 佐竹 勝一 

同 松野 仁彦 

被控訴人 国 

同代表者法務大臣 金田 勝年 

処分行政庁 下館税務署長 

渡邊 勤 

被控訴人指定代理人 田辺 昌紀 

同 長倉 哲也 

同 浅子 聡子 

同 田中 正治 

同 菊池 豊 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 下館税務署長が控訴人に対して平成２３年３月１１日付けでした平成１９年分の所得税の更

正処分のうち、分離課税の株式等の譲渡所得の金額１５５９万９４０９円、還付金の額に相当

する税額（マイナスの納付すべき税額）５２０万１７３９円を超える部分を取り消す。 

３ 訴訟費用は第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要等（以下、略称は原判決のそれによる。） 

１ 事案の概要 

（１）控訴人等 

ア 控訴人は、金属加工等の製造業、販売・流通業等の多角的な事業を行っているＤグルー

プの会長として、同グループ全体の経営を統括する者であり、財団法人Ｂ（以下「本件財

団」という。）の理事を務めている。 
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イ 本件財団は、ものづくり技術の高度化に関する試験研究、普及等に対する助成等を行う

ことにより、茨城県における産業振興に寄与することを目的とする財団法人である。 

（２）控訴人による本件財団の設立に際しての寄附行為 

 控訴人は、平成１９年１０月１９日、本件財団の設立総会において、本件財団を設立する

ため、株式会社Ｃ（以下「本件評価対象会社」という。）の株式（以下「本件株式」という。）

５００万株の寄附（以下「本件寄附」という。）を申し入れたところ、本件寄附の申込みが可

決、承認された。本件財団は、同年１１月●日（本件贈与日）、茨城県知事から民法３４条の

規定に基づく設立の認可を受けて、同月●日に設立され、もって本件寄附を受けた。 

（３）本件寄附についての所得税の非課税の承認申請と同申請の不承認 

ア 控訴人は、平成２２年１１月１９日、国税庁長官に対し、租税特別措置法４０条１項後

段に基づき、本件寄附について所得税の非課税の承認申請（本件非課税承認申請）をし、

平成２３年１月１９日、国税庁長官に対し、上記申請に係る申請書を再提出した。 

イ 国税庁長官は、平成２３年３月１１日付けで、本件非課税承認申請について、不承認と

する処分（本件不承認処分）をした。 

ウ 控訴人は、平成２３年５月１０日、本件不承認処分に対して異議申立てをしたが、同年

１１月２日、国税庁長官がこれを棄却する決定をしたことから、平成２４年５月２日、東

京地方裁判所に本件不承認処分の取消しを求めて訴えを提起した。しかし、東京地方裁判

所は、平成２５年９月●日、控訴人の請求を棄却する判決を言い渡し、これに対して控訴

人が控訴をしたが、東京高等裁判所は、平成２６年２月●日、同控訴を棄却する判決を言

い渡した。これに対して控訴人が上告受理申立てをしたが、平成２７年４月●日、上告審

として受理しない旨の決定がされた。 

（４）本件寄附に関する所得税の更正処分 

ア 控訴人は、平成２０年３月１３日、下館税務署長に対し、平成１９年分の所得税につい

て、原判決別表１の「確定申告」欄記載の内容の確定申告書（本件確定申告）を提出した

が、同確定申告書には、本件寄附に関する譲渡所得の金額等を記載しなかった。 

 なお、控訴人は、平成２３年３月８日、下館税務署長に対し、控訴人からＥ有限会社及

びＦ有限会社（本件関連２社）に対する、１株当たり１００円の価額による本件株式各１

０万株の譲渡について、同譲渡が所得税法５９条１項２号に規定する「著しく低い価額の

対価」による法人への譲渡に該当するとした上で、本件株式の１株当たりの価額を２０３

円として、原判決別表１の「修正申告」欄記載の内容の修正申告書を提出した。 

イ 下館税務署長は、本件不承認処分を受け、本件寄附は、原則どおり、所得税法５９条１

項１号に規定する法人に対する贈与による資産の譲渡があった場合に該当し、その時にお

ける価額に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされるとして、本件贈与

日における本件株式の１株当たりの価額を２１１円とし、平成２３年３月１１日付けで、

原判決別表１の「更正処分」欄記載の内容の更正処分（以下「本件更正処分」という。）を

行った。 

（５）控訴人による本件更正処分に対する不服申立て 

 控訴人は、平成２３年５月１０日、本件更正処分を不服として異議申立てをしたが、関東

信越国税局長は、同年１１月８日、これを棄却する決定をした。控訴人は、同年１２月７日、

審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成２５年３月２６日、同審査請求を棄却する裁
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決をした。 

（６）控訴人による訴えの提起 

 控訴人は、平成２５年９月２７日、本件訴えを提起した。 

（７）本件請求の内容、原判決及び本件控訴 

 本件は、控訴人が、本件財団の設立に際し、本件財団に本件株式５００万株を寄附したこ

とに関し、下館税務署長から、本件寄附が法人に対する贈与により、居住者の有する譲渡所

得の基因となる資産の移転があった場合に該当し、所得税法５９条１項１号の規定により、

控訴人の譲渡所得の金額の計算上、本件寄附の時に、その時における価額（１株当たり２１

１円）に相当する金額により当該資産（本件株式）の譲渡があったものとみなされるとして、

本件更正処分を受けたことについて、本件更正処分における本件株式の価額の算定に誤りが

あるとして、本件更正処分のうち、控訴人がした前記（４）アの修正申告における税額を超

える部分の取消しを求めている事案である。 

 原判決は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が本件控訴をした。 

２ 関係法令等の定めは、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」第２の１に

記載のとおりであるから、これを引用する。 

（原判決別紙２の付加訂正） 

（１）原判決８７頁１２行目の「純資産価額」を「総資産価額」と改める。 

（２）原判決８７頁２１行目末尾の次に「（乙２５（６３３頁、６５１頁））」を加える。 

（３）原判決９１頁５行目の「評価方法」を「評価」と改める。 

３ 前提事実は、原判決の「事実及び理由」第２の２に記載のとおりであるから、これを引用す

る。ただし、原判決５頁２１行目の「平成１９年３月３１日」の次に「又は同年１０月３１日」

を加える。 

４ 被控訴人の主張する本件更正処分の根拠及び適法性は、原判決の「事実及び理由」第２の３

に記載のとおりであるから、これを引用する。 

５ 争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は、次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事

実及び理由」第２の４及び５に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（原判決の付加訂正） 

（１）原判決１４頁２３行目の「以下述べるとおり、」を「以下に述べるとおり、」と改める。 

（２）原判決１６頁２２行目の「原告グループ」を「控訴人同族関係者グループ」と改める。 

（３）原判決２３頁５行目の「市道Ｚ」を「市道Ｚ線」と改める。 

（４）原判決３５頁１７行目末尾の次で改行し、以下のとおり加える。 

 「Ｇ総務部長の陳述書（甲１０６）に添付された別紙１は、平成１９年４月期（平成１８

年５月から平成１９年４月まで）のＧの各事業の売上金額を卸売分及び小売分に分けて整理

した表であるが、同表によれば、売上額の５６．６パーセント（金属事業２４．３パーセン

ト、油脂事業１１．８パーセント、オフィス家具事業１８．９パーセント、ハーレーダビッ

トソン事業１．６パーセント）が卸売事業に係る売上げである。 

 また、平成１９年４月末日時点の日本標準産業分類の「大分類Ｊ－卸売・小売業」の総説

では、「卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。」として、「（１）小売業又は他

の卸売業に商品を販売するもの。（２）建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学

校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。（３）主として業務用に
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使用される商品（事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産

業用機械（農業用器具を除く）、建設材料（木材、セメント、板ガラス、かわらなど）など）

を販売するもの。」と規定されている。この点、Ｇ総務部長の陳述書（甲１０６）に添付され

た別紙２ないし５に記載された売り先を見ると、Ｇは、「金属事業」、「油脂事業」、「オフィス

家具事業」及び「ハーレーダビットソン事業」について、小売業、他の卸売業に対して商品

を販売し、建設業、製造業、官公庁等の使用者に商品を大量又は多額に販売し、主として業

務用に使用される商品（オフィス用品など）を販売していたと認められ、上記別紙２ないし

５に記載された取引は、上記（１）ないし（３）に該当する卸売業であり、Ｇの取引金額の

５０パーセントを超える金額が卸売業に関するものであることは明らかである。」 

（当審における控訴人の主張） 

（１）本件株式の価額を配当還元方式により評価すべきであること 

 評価通達１８８（１）に定める「同族株主」に該当するか否かについて、株式を譲渡又は

贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定する旨を定める所得税基本通

達５９－６（１）は、その制定時に、同通達に定めるような取引の実態等が存在しなかった

から、一般的な合理性を有するものと評価することはできないし、本件のように株式の譲受

人が配当による利益のみを享受する場合には、「同族株主」に該当するか否かにつき株式の譲

受人を基準に判定されるべきであり、配当還元方式により当該株式を評価することが取引の

実態に合致する。 

 また、本件贈与日前後の平成１５年８月から平成２２年１２月までの本件株式の売買事例

をみると、その売買価額は５０円ないし１５０円である。その中には、①本件評価対象会社

の元役員（２２年以上前に死亡）の妻からＨに対する１５０円の価額による譲渡、②本件評

価対象会社の元従業員及びその親族から本件評価対象会社に対する８０円の価額による譲渡

並びに③Ｑ株式会社及び株式会社Ｒ銀行（以下「Ｑ等」という。）から学校法人Ｓ（以下「Ｓ」

という。）に対する１００円の価額による譲渡があり、特に③の譲渡は、金融機関によるもの

であり、各社の取締役等が適正価額を大きく下回る価額による譲渡を容認するような具体的

な事情も認められないから、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立

する価額であり、適正な価額であるということができる。これらの本件株式の売買事例の価

額は、所得税基本通達５９－６（１）及び評価通達に基づいて算定された評価額（１株２４

１円）よりも配当還元方式による評価額（１株４９円）に近似するから、所得税基本通達５

９－６（１）は一般的な合理性を有するものではないし、本件株式の評価においては、同通

達により客観的価値を適切に算定することができない「特別の事情」があるというべきであ

る。 

 さらに、本件寄附は真に公益目的によるものであり、控訴人にとってキャピタル・ゲイン

は全く実現していないから、これを関係通達に定める評価方法によるべきでない「特段の事

情」として十分に考慮し、本件株式の価額については、株式取得価額（１株６５円）又は少

なくとも配当還元方式により評価すべきである。 

 なお、平成２０年１２月●日を相続開始日とする相続税の更正処分等において、本件株式

は、類似業種比準方式により１株当たり９２円と算定されているにもかかわらず、本件更正

処分では、わずか１年しか異ならない本件贈与日（平成１９年１１月●日）における類似業

種比準方式による算定結果が１株当たり１４９円となっている。１年の間に算定結果がかく
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も著しく変動することは考えられないから、本件更正処分における類似業種比準方式による

算定結果は不当である。 

（２）本件補償金等及び本件物件移転義務について 

ア 本件補償金等を資産の部に計上すべきではないこと 

 本件補償金等は、Ｉ線整備事業により各物件の移転に要する費用を個別に評価して積み

上げ、これを補償する趣旨で支払われたものであるから、最終的に本件評価対象会社の資

産に帰属するものではなく、実際、本件評価対象会社は、東京都から支払われた本件補償

金等を専用口座に入金して管理し、Ｉ線整備事業に係る費用にのみ支出している。また、

双務契約たる本件物件移転補償契約のうち一方の本件補償金等を資産の部に計上しつつ、

他方の本件物件移転義務に関する債務を負債の部に計上しないことは、会計上の原則に明

らかに反するし、本件補償金等を本件贈与日における資産の部に計上することは、請負契

約の収益の額はその役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとい

う法人税基本通達２－１－５に、固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しがあった日

の属する事業年度の益金の額に算入するという同通達２－１－１４にそれぞれ反する。 

 また、本件評価対象会社は、本件贈与日当時、本件物件移転義務を７か月以上遅滞し、

東京都が、解除権又は約定の撤去権を行使することにより本件補償金等を取り戻す可能性

があることが認められる。 

 したがって、本件株式の評価に当たり、本件補償金等を資産の部に計上すべきではない。 

イ 仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には、本件物件移転義務を金銭評価し、又

は本件物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上すべきである

こと 

 本件贈与日に先立ち、本件評価対象会社は、本件物件移転補償契約を締結することによ

り、ｎ株式会社（以下「ｎ」という。）が見積もった１７億５４１０万円、少なくとも東京

都が認めた本件物件移転義務に対する補償金額である９億９４２０万７８８１円を下らな

い費用の支出義務を負うことが明らかになっていたから、仮に本件補償金等を資産の部に

計上する場合には、本件物件移転義務を金銭評価し、これらの額を負債の部に計上すべき

である。行為債務も金銭債務と同様に「債務」であり、その履行により本件評価対象会社

の資産が著しく減少することが明らかであるのに、これを結果として０円とすることは、

経験則に著しく反し、およそ妥当性を欠くものである。 

 また、本件評価対象会社がｎに対し、平成１１年１２月１日、東京都との交渉、手続の

一切を行う業務を委託した対価（委託料）である「買収金額、及び補償金額の総額の５％」

に相当する５３５０万２１５６円（この５パーセントという割合は、物件価格の約３パー

セントを相場とする一般的な不動産売買の仲介手数料を踏まえ、Ｉ線整備事業に係る交渉

が通常の不動産売買の仲介よりも格段に時間と労力を要することを考慮したもので、不合

理なものではないし、その支払額が最終的に減じられたのは、Ｄグループに所属する本件

評価対象会社との間で、現実的な報酬決済時における両社間の様々な取引状況、両社の各

財政・経営状況その他の様々な事情を考慮し、いったん発生した報酬支払債務を合意によ

り減額したにすぎない。）、本件物件の移転先の土地を取得するため、平成１９年６月１１

日に株式会社ｑに支払った売買代金等１億２２８０万１０００円、司法書士に支払った登

録免許税等１８３万５６６０円については、本件贈与日までに支払義務が確定していたか
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ら、仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には、少なくとも本件物件移転義務の履

行に伴うこれらの費用の額を負債の部に計上すべきである。 

（３）本件土地の価額の算定に際し、相続税評価額を一律に０．８で除すべきではないこと 

 評価通達が定める路線価方式や倍率方式などの算定手法は、評価通達上も「時価」を算出

するものであるから、所得税法５９条１項の「その時における価額に相当する金額」に該当

する。特に倍率方式は、当該土地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地

域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した価額によって当該土地を評価する方法

であり、客観的な交換価値を評価する方法として合理性が高く、本件評価対象会社が保有す

る土地について倍率方式に基づく相続税評価額を上回る通常の取引価額の存在をうかがわせ

るような具体的な事情もないから、これをさらに０．８で除する理由は存しない。実際、不

動産鑑定士による本件土地の一部の概算鑑定の結果は、順号９の土地について１億５２７０

万円、順号１６の土地について２億２７８０万円、順号２０の土地について３２７０万円で

あるから、被控訴人による評価額である順号９の土地の１億７８７０万６０１６円（約１７

パーセント増）、順号１６の土地の２億９８４８万００１０円（約３１パーセント増）、順号

２０の土地の６３１９万８５５７円（約９３パーセント増）が、市場価格、時価からかい離

していることが明らかである。このように一部の土地について、０．８で除すことにより実

態とかけ離れた価額が算定されている以上、０．８で除す手法を採用すべきではなく、それ

が不合理であることは明らかである。 

（４）評価差額に対する法人税相当額を控除すべきであること 

 相続税等の課税の場面における１株当たりの純資産価額の算定に際し、評価差額に対する

法人税額等相当額の控除を定める評価通達１８５の算定方式を、所得税の課税の場面で採用

することは、相続税等との性質の違いに伴う修正をすれば、通常の取引における当事者の合

理的意思に合致するし、所得税の課税の場面においても、営業活動を順調に行って存続して

いる評価会社の株式について、「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の所有により

支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を図る必要が

あるから、評価通達１８５と同じ取扱いをすることは十分に合理性を有する。また、通常の

取引において会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成されるとして

も、所得税の課税の場面において、法人税額等相当額を控除してはならないという結論が論

理的に導かれるわけではないし、むしろ未実現の利益である評価差額を資産の部に計上する

以上、実効税率部分を控除する必要があるというべきである。相続税を申告する場合に評価

差額に対する法人税等額相当額が控除されるのに、所得税の申告の場合にこれと異なる取扱

いをすることは不合理であるから、所得税基本通達５９－６（４）には合理性がない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正

するほか、原判決の理由説示（「事実及び理由」第３の１ないし４）のとおりであるから、これ

を引用する。 

（原判決の訂正） 

（１）原判決４８頁３行目の「法人税相当額」を「法人税額相当額」と改める。 

（２）原判決５１頁２４行目から同頁２５行目にかけての「法人税等」を「法人税額等」と改め

る。 



7 

（３）原判決５４頁９行目の「特段の事情」を「特別の事情」と、１５行目の「上記特段の事情」

を「上記特別の事情」と、それぞれ改める。 

（４）原判決５４頁１７行目の「前記（２）イ（ウ）」を「前記（２）イ（イ）」と改める。 

（５）原判決５５頁８行目の「上記アの特段の事情」を「上記アの特別の事情」と改める。 

（６）原判決５５頁１０行目の「前記（２）イ（ウ）」を「前記（２）イ（イ）」と改める。 

（７）原判決５６頁１９行目の「それ以外の土地」を「それ以外の宅地」と改める。 

（８）原判決６２頁２５行目の「１４８８８．６４平方メートル」を「１万４８８８．６４平方

メートル」と改める。 

（９）原判決６５頁１７行目の「（乙２５）」を削る。 

（10）原判決６９頁２６行目冒頭から７０頁１２行目末尾までを、以下のように改める。 

「そこで、検討するに、控訴人が上記主張を立証する証拠として提出するＧ総務部長作成の

陳述書（甲１０６）は、平成１９年４月期の事業年度（平成１８年５月から平成１９年４月

まで）について、Ｇの売上げのうち卸売業に分類されるべきであるとする小売業者等に対す

る売上げの売上先及び売上額の一覧並びにその集計を記載し、結果として、同事業年度にお

けるＧの売上額２６億５９９２万４０００円のうち、卸売業に分類される事業（金属事業、

油脂事業、オフィス家具事業及びハーレーダビットソン事業の一部）の売上額が１５億０９

１９万４０００円（約５６．７パーセント）であることを陳述するものであるが、その各取

引についての記載の正確性を担保する補助資料等は提出されておらず、売上先の名称以外の

詳細や売上品の内容も詳らかでないから、証拠としての精度を欠く面があることは否定する

ことができない。しかし、同陳述の内容自体についてみると、総勘定元帳から作成したとい

う点や、小売業と卸売業との分類に際して精査し直したという点を含め、直ちに疑いを差し

挟むような点はうかがわれず、その限りで一定の信用性があると認めることができるから、

同事業年度中のＧにおける卸売業に分類されるべき売上額が全売上額の５０パーセントを超

えるとの事実を立証するという範囲では、これを信用し、当該事実を認めることが相当であ

る。 

 そうすると、真実は、Ｇの業種目が「その他の卸売業」であったにもかかわらず、控訴人

は、これを「その他の小売業」と誤信していたということができるから、本件投資有価証券

の評価額を算定するに当たっては、Ｇの業種目を「その他の卸売業」とすることが相当であ

る。したがって、本件贈与日に本件評価対象会社が保有するＧの株式の評価額は、１株当た

り１９３７円に４万株を乗じた７７４８万円となる（甲６３、弁論の全趣旨）。」 

（11）原判決７８頁１７行目の「主張するが、」の次に「前記ア（ア）ｅのとおり、本件物件移転

補償契約には、本件評価対象会社は、移転期限までに物件の移転を完了しないときは、移転

を完了しない当該物件の所有権を放棄し、東京都がこれを撤去することができ、その撤去に

要した費用を補償金と相殺するという東京都の撤去権が定められているところ、」を加える。 

（12）原判決８０頁１７行目の「被告の算定過程のとおり、」から同頁１８行目末尾までを、以下

のとおり改める。 

 「別表１－１のとおり、１株当たり２４０円である（Ｇの株式の評価額を７７４８万円と

した場合に、本件贈与日に本件評価対象会社が保有する投資有価証券の評価額は別表１－３、

それを踏まえた純資産価額方式による本件株式の１株当たりの価額の計算は別表１－２のと

おりである。）と認められる。」 
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（13）原判決８０頁２１行目の「別紙３の３のとおり、９４１１万４５００円である」を、以下

のとおり改める。 

 「別表２－１の「Ｇの業種目を「その他の卸売業」として算定した場合」欄の順号㉕のと

おり、９３３６万４５００円（なお、株式等の譲渡所得の内訳は、別表２－２の「Ｇの業種

目を「その他の卸売業」として算定した場合」欄のとおりである。）である」 

（当審における控訴人の主張に対する判断） 

（１）本件株式の価額を配当還元方式により評価すべきか否かについて 

 控訴人は、①「同族株主」の該当性の有無について、株式を譲渡又は贈与した個人の当該

譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定する旨を定める所得税基本通達５９－６（１）は、

その制定時に、同通達に定めるような取引の実態等が存在しなかったから、一般的な合理性

を有するものと評価することはできないし、本件のように株式の譲受人が配当による利益の

みを享受する場合には、株式の譲受人を基準に判定されるべきであり、配当還元方式により

評価することが取引の実態に合致すること、②本件贈与日前後の本件株式の売買事例をみる

と、その売買価額は５０円ないし１５０円であり、特にＱ等からＳに対する売買価額も１０

０円であるから、これらの価額が不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常

成立するもので、適正な価額であり、したがって、同通達は一般的な合理性を有するもので

はないし、本件株式の評価においては、同通達により客観的価値を適切に算定することがで

きない「特別の事情」があること、③本件寄附は真に公益目的によるものであり、控訴人に

とってキャピタル・ゲインは全く実現していないから、これを関係通達に定める評価方法に

よるべきでない「特段の事情」として十分に考慮し、本件株式の価額について、株式の取得

価額又は少なくとも配当還元方式により評価すべきであることを主張する。 

 しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第３の２（２）イ（イ）（原判決５０、５

１頁）のとおり、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属

する増加益（キャピタル・ゲイン）を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移

転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡等される資産の所

有者が当該資産を所有している間に客観的にどの程度の増加益（キャピタル・ゲイン）を得

ていたかを把握すべきものである。したがって、譲渡所得に係る資産の価額は、当該資産の

譲渡等の後の価値ではなく、その譲渡等の直前に当該所有者が所有している状態における客

観的な価値により評価すべきものであって、当該資産の譲受人側の事情はその算定に当たり

考慮すべきものではない。 

 そうすると、所得税基本通達５９－６（１）が「同族株主」の該当性の有無の判定につい

て、譲渡又は贈与をした個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数によるものとしているこ

とは、このような課税の趣旨に照らし、一般的な合理性を有するといわなければならない。

この点、控訴人は、所得税基本通達５９－６（１）に一般的な合理性がないとの主張を裏付

ける証拠として、同通達の内容に批判的な文献の写し（甲８２ないし甲８６）を提出するが、

これらの文献において指摘されている従前の実務の取扱いからの変更に伴う混乱、及び譲渡

人側と譲受人側で同一の株式について異なる価額が認定され得ること等の事情は、譲渡所得

課税の趣旨に合致する取扱いを実施する上でやむを得ないものといわざるを得ず、これによ

り同趣旨に合致する同通達の一般的な合理性を否定することはできない。 

 そして、控訴人が主張するような、本件株式の譲受人である本件財団が配当による利益の
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みを享受すること（上記①）、本件寄附が真に公益目的によるものであり、控訴人にとってキ

ャピタル・ゲインが全く実現していないこと（同③）というような、譲受人側が譲渡後に享

受することとなる利益の実態、当事者間における当該譲渡等の目的、譲渡人側が当該譲渡等

により現に得た利益といった事情は、譲渡等がされた資産の当該譲渡等の直前での、当該所

有者が所有している状態における客観的な価値を直ちに左右すべき事情ではなく、（みなし）

譲渡所得の課税につき一般的な合理性を有する所得税基本通達５９－６（１）の適用につい

て例外を認めるべき「特段の事情」があるとすることはできない。そもそも、控訴人の主張

によれば、本件評価対象会社は、控訴人が会長としてその経営を統括するＤグループの中心

企業であるというのであり、また、本件評価対象会社の株式については、原判決別表２のと

おり、控訴人自身がその４０パーセントを超える株式を、控訴人同族関係者グループではそ

の９０パーセントを超える株式を保有しているのであるから、このような状況にある控訴人

が保有する本件株式について、単に配当を期待するにとどまるという状況を前提とした配当

還元方式により評価をすることが、譲渡所得に対する課税の趣旨に照らし、合理性を欠くこ

とは明らかである。したがって、控訴人の前記①及び③の主張は、採用することができない。 

 また、証拠（甲５６、甲５９、甲８７ないし甲８９、甲９２、甲９３、甲９５ないし甲１

０２、乙８の１ないし４）によれば、平成１５年８月２５日から平成２２年１２月３０日ま

での間に、本件寄附の外に合計１９件の本件株式の売買が行われ、その売買価額がいずれも

５０円（額面）から１５０円までの範囲内にあることが認められる。しかし、これらの取引

は、売買当事者の双方又はその一方が控訴人を含めた控訴人同族関係者グループに属する者

又は控訴人がその経営を統括するＤグループの関連企業又は関連すると考えられる団体であ

り、その余の当事者も、Ｑ等を除くと、Ｄグループの関連企業等の元関係者及びその親族に

とどまるというのであるから、控訴人同族関係者グループ内若しくはＤグループ内の取引又

はこれに類するものといわざるを得ない。また、Ｑ等とＳの１株１００円の価額による売買

をみても、控訴人によれば、売買の対象となった株式は、本件評価対象会社の取引銀行等で

あるＱ等が本件評価対象会社から第三者割当増資の割当てを受けたものであり、売買当時、

Ｑ等がその譲渡を希望していたという事情があるというのであり、しかも、控訴人同族関係

者グループがその９０パーセントを超える株式を保有しているという本件評価対象会社の株

主構成の中、少数株主の地位にあるＱ等が、本件株式につき、流通性が乏しく、専ら配当利

益を享受するだけの価値に留まるものと判断し、配当還元方式により評価した価額を基礎と

して売却価額を算定したことも十分に考えられるところである。そうすると、控訴人が主張

する売買事例の価額をもって、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成

立するものであり、適正な価額であるとすることはできない。また、このような売買事例が

存在するからといって、所得税基本通達５９－６（１）が一般的な合理性を有するものでは

ないとすることはできないし、本件株式の評価において、同通達により客観的価値を適切に

算定することができない「特別の事情」があるとすることもできない。 

 したがって、控訴人の上記②の主張は、採用することができない。 

 なお、控訴人は、平成２０年１２月●日を相続開始日とする相続税の更正処分等において、

本件株式が類似業種比準方式により１株当たり９２円と算定されているにもかかわらず、本

件更正処分では、本件贈与日における類似業種比準方式による算定結果が１株当たり１４９

円となっているところ、わずか１年の間に算定結果がかくも著しく変動することは考えられ
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ないから、本件更正処分における類似業種比準方式による算定結果は不当であると主張する。

しかし、本件株式を評価した各基準日が１年ほどしか異ならないといっても、その間の平成

２０年９月にいわゆるリーマン・ショックが発生したことは、当裁判所に顕著であり、これ

により類似業種比準価額を算定する基礎となる類似業種の株式会社の株価も相当程度に変動

したものと考えられること、控訴人も、従前、本件更正処分における類似業種比準方式によ

る本件株式の算定結果を争っていなかったことからすると、上記の程度の相違があるからと

いって、直ちに本件更正処分における類似業種比準価額を不当なものということはできない

から、控訴人の上記主張は採用することができない。 

（２）本件補償金等及び本件物件移転義務について 

ア 本件補償金等を資産の部に計上すべきか否かについて 

（ア）控訴人は、本件補償金等を資産の部に計上すべきでない理由として、本件補償金等は、

Ｉ線整備事業により各物件の移転に要する費用を個別に評価して積み上げ、これを補償

する趣旨で支払われたもので、最終的に本件評価対象会社の資産に帰属するものではな

く、実際、本件評価対象会社は、本件補償金等を専用口座に入金して管理し、Ｉ線整備

事業に係る費用にのみ支出しており、また、双務契約たる本件物件移転補償契約のうち

一方の本件補償金等を資産の部に計上しつつ、他方の本件物件移転義務に関する債務を

負債の部に計上しないことは、会計上の原則に明らかに反するし、本件補償金等を本件

贈与日における資産の部に計上することは、請負契約の収益の額はその役務の全部を完

了した日の属する事業年度の益金の額に算入するという法人税基本通達２－１－５に、

固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に

算入するという同通達２－１－１４にそれぞれ反すると主張する。 

 しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第３の３（４）ア（原判決７１頁な

いし７７頁）によれば、本件評価対象会社は、平成１８年８月３０日に締結された本件

移転補償等契約に基づいて、本件贈与日（平成１９年１１月●日）の時点において、既

に本件受領補償金等を受領するとともに、本件物件移転残補償金に係る債権を有し、こ

れらの資産が現に本件評価対象会社の資産を構成していた以上、本件贈与日における本

件評価対象会社の純資産価額を算定するに当たっては、本件補償金等を資産の部に計上

すべきものと解するのが相当である。 

 このことは、①本件受領補償金等が専用口座に入金されて管理され、その後に実際に

本件物件の移転費用に充てられたとしても、あるいは、②仮に企業会計の理念上、本件

補償金等の資産の部への計上は、それに対応する債務を負債の部に計上すべき時に行う

との考え方があったとしても、さらには、③法人税基本通達が、請負契約の収益の額は

その役務の全部を完了した日の、また、固定資産の譲渡による収益の額はその引渡しの

あった日のそれぞれ属する事業年度の益金の額に算入すると定めているとしても、いず

れも異なるところはないというべきであり、これらの事情があるからといって、本件贈

与日における本件株式の評価に当たり、本件評価対象会社の資産を現に構成している本

件補償金等について、資産の部に計上すべきでないとすることはできない。 

（イ）控訴人は、本件補償金等を資産の部に計上すべきでない理由として、本件贈与日当時、

本件評価対象会社は、本件物件移転義務を７か月以上遅滞しており、東京都が、解除権

又は約定の撤去権を行使することにより本件補償金等を取り戻す可能性があることが認
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められる旨主張する。 

 しかし、先に引用した原判決の「事実及び理由」第３の３（４）ア（ア）（原判決７２、

７３頁）によれば、本件物件移転補償契約は、東京都が行うＩ線整備事業のために、本

件評価対象会社が工場として利用していた建物、工作物等を東京都の事業に支障となら

ない場所に移転させ、東京都がこれに伴って本件評価対象会社に通常生じる損失の補償

金を支払うという内容のものであり、同契約には、移転期限までに本件物件の移転を完

了しないときは、本件評価対象会社が本件物件の所有権を放棄し、東京都がこれを撤去

することができ、その費用を補償金と相殺するという東京都の撤去権が定められている

ところ、東京都が行うＩ線整備事業の性質等に照らし、本件物件移転補償契約を含む本

件移転補償等契約を解除することが東京都にとって現実的な選択であるとはいえない。

また、東京都が上記撤去権を実際に行使することがそう容易なこととも考えられないと

ころ、本件贈与日当時のＩ線整備事業の具体的な実施の状況等に照らし、東京都が撤去

権を行使する具体的な蓋然性が存在したことをうかがわせるような事情も明らかでない。

実際、先に引用した原判決の「事実及び理由」第３の３（４）ア（キ）（原判決７７頁）

によれば、東京都は、本件評価対象会社による本件物件移転義務の遅滞に対し、本件物

件の移転期限を順次延長することにより対応していたのである。そうすると、本件評価

対象会社が、本件贈与日の時点において、本件物件移転義務を遅滞していたとしても、

これにより、現に保有する本件補償金等を資産に計上しないことを相当とするような、

本件補償金等の全部又は一部を喪失する具体的な蓋然性があったとすることはできない。 

（ウ）したがって、本件補償金等を資産の部に計上すべきでないとする控訴人の上記主張は

採用することができない。 

イ 本件補償金等を資産の部に計上する場合に、本件物件移転義務を金銭評価し、又は本件

物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上すべきか否かについ

て 

（ア）控訴人は、本件贈与日に先立ち、本件評価対象会社は、本件物件移転補償契約を締結

することにより、ｎが見積もった１７億５４１０万円、少なくとも東京都が認めた本件

物件移転義務に対する補償金額である９億９４２０万７８８１円を下らない費用の支出

義務を負うことが明らかになっていたから、仮に本件補償金等を資産の部に計上する場

合には、本件物件移転義務を金銭評価し、これらの額を負債の部に計上すべきであり、

行為債務も金銭債務と同様に「債務」であり、その履行により本件評価対象会社の資産

が著しく減少することが明らかであるのに、これを結果として０円とすることは、経験

則に著しく反し、およそ妥当性を欠くものであると主張する。 

 しかし、証拠（甲７８）及び弁論の全趣旨によれば、ｎが見積もった１７億５４１０

万円という価額は、本件移転補償等契約の内容を踏まえた実際の移転計画等に基づく費

用額ではなく、平成１５年当時における想定に基づく見積もりであるというにとどまる

ものであり、また、東京都が認めた本件物件移転義務に対する補償金額である９億９４

２０万７８８１円も、東京都が所定の基準を踏まえた見積もりの下に算出したものにす

ぎないから、本件贈与日の時点において、現に控訴人がこれらの金額を支出すべき義務

を負っていたとすることはできない。なるほど本件評価対象会社が、本件贈与日におい

て、本件移転補償等契約に基づき本件物件移転義務を負っており、将来、同義務の履行
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に伴い一定程度の金額を支出する債務を負うであろうことは予想されるが、本件贈与日

の時点においては、既に代替地が取得されていることはうかがえるものの（甲７９の１

ないし３）、本件評価対象会社が同代替地にどのような内容の移転をするのかについて決

定し、移転業者との間でそのためにどの程度の費用がかかるのかについて交渉をし、そ

の交渉の結果、具体的な費用額が決定されていたことを認めるに足りる証拠はなく、未

だ本件物件移転義務について具体的な債務額を算定することはできない。 

 このような具体的な額が明らかになっていない債務を負債として計上すべきものとす

ることは、将来において発生することが予想される費用をあたかも引当金のように計上

するものにほかならず、所得税法５９条１項に規定する「その時における価額」の算定

に当たっては、確実な債務に限り債務控除の対象とする趣旨から、引当金に相当する金

額は負債に含まれないとされている（評価通達１８６。乙２５（６１０頁））ことにも照

らすと、このような形で負債の部へ計上することはできないというべきである。そして、

所得税法５９条１項に規定する「その時における価額」が日々変化する株式会社の財産

の状況を一時点で捉えようとするものである以上、当該一時点において、たまたま双務

契約を締結したことにより取得した資産が資産の部に計上される一方、同締結により負

担することになった義務を負債の部に計上することができないという事態が生じること

もあり得るところであり、それが当該時点における当該株式会社の現実の資産の状況を

的確に反映しているのであれば、このような事態が生じることもやむを得ないものとい

わざるを得ない。 

（イ）控訴人は、本件土地評価対象会社がｎに対し、平成１１年１２月１日、東京都との交

渉、手続の一切を行う業務を委託した対価（委託料）である「買収金額、及び補償金額

の総額の５％」に相当する５３５０万２１５６円、本件物件の移転先の土地を取得する

ため、平成１９年６月１１日に株式会社ｑに対する売買代金等１億２２８０万１０００

円、司法書士に支払った登録免許税等１８３万５６６０円については、本件贈与日まで

に支払義務が確定していたから、仮に本件補償金等を資産の部に計上する場合には、少

なくとも本件物件移転義務の履行に伴うこれらの費用の額を負債の部に計上すべきであ

ると主張する。 

 しかし、証拠（甲７６の３、７７）及び弁論の全趣旨によれば、本件評価対象会社は、

平成１１年１２月１日、ｎとの間で、ｎに対し、Ｉ線整備事業に伴う用地買収及び関連

付随する事項について、東京都との交渉、手続の一切を委託し、その成功報酬として、

ｎに対し、買収金額及び補償金額の総額の５パーセント相当額を支払う旨の交渉委託契

約書（甲７７）を締結し、本件物件の移転先が見つかり、平成２１年４月１７日に東京

都から本件物件移転残補償金の支払を受けた後の同月３０日、最終的にはｎとの合意に

より上記成功報酬の額を減じて交渉手数料として１５７５万円を支払った（甲７６の３）

ことが認められる。上記交渉委託契約書によれば、交渉手数料は、成功報酬として支払

われたものであるところ、「成功報酬」であれば、少なくともｎが受託したＩ線整備事業

に伴う用地買収及び関連付随する事項について、東京都との交渉、手続の一切の業務を

終えるまでは確実な債務は生じないはずである。そして、上記認定のとおり、本件評価

対象会社は、本件物件の移転先が見つかり、東京都から本件物件移転残補償金の支払を

受けた後の平成２１年４月３０日、最終的には合意により上記成功報酬の額を減じて交
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渉手数料として１５７５万円を支払ったというのであるから、当該交渉手数料は、東京

都との間で、本件贈与日以降も移転期限延長契約を締結し（乙２２の３ないし６）、本件

物件の移転先が見つかり、東京都から本件物件移転残補償金の支払を受けた平成２１年

４月１７日より以前に確実な債務となったということはできない。また、本件評価対象

会社がｎとの間で、平成２１年４月３０日、合意により成功報酬の額を減じたというこ

とは、それ以前の本件贈与においては、交渉手数料が確実な債務ではなかったことを裏

付けるものといえる。そうすると、本件贈与日において、本件評価対象会社がｎに対し、

東京都との交渉、手続の一切を行う業務を委託した対価（委託料）として５３５０万２

１５６円の債務を現に負っていたと認めることはできない。 

 また、本件評価対象会社が、本件贈与日に先立つ平成１９年６月１１日、株式会社ｑ

から、代替地として代金１億２２００万円を買い受け、同社に対し、本件評価対象会社

が負担すべき固定資産税相当額８０万１０００円を加えた１億２２８０万１０００円を

支払うとともに、司法書士ｒに対し、報酬等として１８３万５６６０円を支払った（甲

７５、甲７６の３、甲７９の１ないし３、甲８０の１及び２）としても、本件評価対象

会社の純資産額を算定するに当たっては、上記支出が負債の部に計上される一方で、原

則として上記土地の取得価額（売買価格及び資産の購入のために要した費用を含む。）が

資産の部に計上されることとなる（評価通達１８５、乙２５（６０１ないし６０４頁参

照））から、これにより１株当たりの純資産額に有意な影響を与えることはないというこ

とになる。 

（ウ）したがって、本件補償金等を資産の部に計上する場合に、本件物件移転義務を金銭評

価し、又は本件物件移転義務の履行に伴う費用の支払義務を算定して負債の部に計上す

べきであるとする控訴人の上記主張は、採用することができない。 

（３）本件土地の価額の算定に際し、相続税評価額を一律に０．８で除すべきか否かについて 

ア 控訴人は、評価通達が定める路線価方式や倍率方式などの算定手法は、評価通達上も「時

価」を算出するものであるから、所得税法５９条１項の「その時における価額に相当する

金額」に該当し、特に倍率方式は、当該土地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域

ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した価額によって当該土地

を評価する方法であり、客観的な交換価値を評価する方法として合理性が高く、本件評価

対象会社が保有する土地について倍率方式に基づく相続税評価額を上回る通常の取引価額

の存在をうかがわせるような具体的な事情もないから、これをさらに０．８で除する理由

は存しないと主張する。 

 しかし、路線価方式や倍率方式の算定手法についてみると、路線価等は、地価公示価格、

すなわち、地価公示法に基づき土地について自由な取引が行われるとした場合におけるそ

の取引において通常成立すると認められる価格として判定・公示された価格（同法２条）

と同水準の価格の８０パーセントを目処に定められているものである（乙２５（４８頁な

いし５０頁））。したがって、路線価方式はもとより、倍率方式であっても、路線価等に基

づいて算出された評価額を０．８で除して地価公示価格水準に割り戻すことにより評価額

を算出するという方法は、土地の客観的交換価値を算出する方法として、合理性を有する

ものといわなければならない。 

イ 控訴人は、実際、不動産鑑定士による本件土地の一部の概算鑑定の結果は、順号９の土
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地について１億５２７０万円、順号１６の土地について２億２７８０万円、順号２０の土

地について３２７０万円であるから、被控訴人による評価額である順号９の土地の１億７

８７０万６０１６円（約１７パーセント増）、順号１６の土地の２億９８４８万００１０円

（約３１パーセント増）、順号２０の土地の６３１９万８５５７円（約９３パーセント増）

は、市場価格、時価からかい離していることが明らかであり、このように一部の土地につ

いて、０．８で除すことにより実態とかけ離れた価額が算定されている以上、０．８で除

す手法を採用すべきではなく、それが不合理であることは明らかであると主張する。 

 しかし、控訴人が証拠として提出する各「物件評価概算価格」と題する書面（甲１０３

ないし１０５）は、順号９の土地、順号１６の土地及び順号２０の土地に関するもののみ

であり、これらにより評価通達の一般的な合理性を否定すること、及び０．８で除す手法

を採用すること自体の合理性を否定することは困難である。また、上記各「物件評価概算

価格」と題する書面をみても、「ご提示資料等に基づく実査前の概略推定価格」であり、「ご

提示情報以外の不明の個別的要因等は考慮外です。従って対象不動産自体の適正価格を表

示しない場合があります。」と記載された概算価格にすぎない上、順号２０の土地に関する

「物件評価概算価格」と題する書面では、「現況は原告主張を参考としたが、山林か、宅地

又は宅地見込地かは推定の域を出ません。」と注意書きが存在するのであり、さらに、個別

格差を導く要素の数値自体について記載があるものの、その数値を含め、地域格差及び個

別格差についていかなる具体的な事情を考慮したのかも不明である。したがって、上記各

「物件評価概算価格」と題する書面の価格をもって、各土地の時価を適切に反映したもの

とすることも困難である。 

ウ したがって、本件土地の価額の算定に際し、相続税評価額を一律に０．８で除すべきで

はないという控訴人の上記主張は、採用することができない。 

（４）評価差額に対する法人税額等相当額を控除すべきか否かについて 

 控訴人は、相続税等の課税の場面における１株当たりの純資産価額の算定に際し、評価差

額に対する法人税額等相当額の控除を定める評価通達１８５の算定方式を、所得税の課税の

場面で採用することは、相続税等との性質の違いに伴う修正をすれば、通常の取引における

当事者の合理的意思に合致するし、所得税の課税の場面においても、営業活動を順調に行っ

て存続している評価会社の株式について、「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の

所有により支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を

図る必要があるから、評価通達１８５と同じ取扱いをすることは十分に合理性を有するもの

であり、また、通常の取引において会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価

額が形成されるとしても、所得税の課税の場面において、法人税額等相当額を控除してはな

らないという結論が論理的に導かれるわけではないし、むしろ未実現の利益である評価差額

を資産の部に計上する以上、実効税利率部分を控除する必要があり、実際に相続税を申告す

る場合に評価差額に対する法人税等額相当額が控除されるのに、所得税の申告の場合にこれ

と異なる取扱いをすることは不合理であるから、所得税基本通達５９－６（４）には合理性

がないと主張する。 

 しかし、所得税基本通達５９－６（４）は、平成１２年課資３－８、課所４－２９の改正

により設けられたものであるが、同通達において、評価差額に対する法人税額等に相当する

金額を控除しないという取扱いがされたのは、法人税における上場有価証券等以外の株式の
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評価損の算定に際し、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しない取扱いとさ

れていること（法人税基本通達９－１－１４（３））と、個人の取引相場のない株式の実際の

取引事例において、評価通達に定める方法をベースとして譲渡価格を算定し、土地及び上場

株式につき時価に洗い替えをしつつも、その評価差額に対する法人税額等相当額を控除して

いないものが相当数あるという取引の実態を踏まえ（乙２４（６４５ないし６４７頁））、通

常の取引においては、会社が継続的に事業活動を行うことを前提として取引価額が形成され

ることから、当該譲渡時において当該会社の正味資産の価額を参酌して算出した価額を算定

することが相当であるという趣旨に出たものと解され、このような趣旨による取扱いは合理

的なものと考えられる。 

 そうすると、上記改正後の平成１９年１１月●日（本件贈与日）の時点において、評価差

額に対する法人税等額相当額が控除されないことが、取引相場のない株式の取引の当事者の

取引通念からかい離した不合理な取扱いであるとはいえないし、営業活動を順調に行って存

続している評価会社の株式について、「個人が資産を直接所有している場合」と「株式の所有

により支配している会社を通じて資産を間接的に所有している場合」との評価の均衡を図る

必要から、相続税等の課税の場面において法人税額等控除措置があることと異なる取扱いが

されることをもって、不合理であるということはできない。また、評価会社において既に現

実化している正味資産の価額を参酌しつつ、末だ現実化していない評価差額に対する法人税

額等相当額の控除をしないことが不合理であるとすることもできない。 

 したがって、評価差額に対する法人税額等相当額を控除しないとする所得税基本通達５９

－６（４）は合理性がないという控訴人の上記主張は、採用することができない。 

２ よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを

棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第１０民事部 

裁判長裁判官 大段 亨 

   裁判官 小林 元二 

   裁判官 松本 真 
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別表１－１ 本件評価対象会社の１株当たりの株式価額の計算 

 

原則的評価方式による価額 

 

類似業種比準価額 

原審被告準備書面(1)別表７の３(4)の㉖の金額 

１株当たりの純資産価額 

（別表１－２の⑪の金額） 

1株当たりの純資産価額の80％相当額（別表１－２

の⑫の記載がある場合のその金額） １株当たりの

価額の計算の

基となる金額 ① 円 

149   

② 円 

332   

③ 円 

 

 

区分 １株当たりの価額の算出方法 １株当たりの価額 

大会社の 

株式の価額 

 ①の金額と②の金額とのいずれか低い方の金額 

 

 （②の記載がないときは①の金額） 

④ 円 

 

 

   ①と②とのいずれか 

   低い方の金額 

 

Ｌの割合 

②の金額（③の金額が 

あるときは③の金額） 

 

Ｌの割合 
中会社の 

株式の価額 
（             円×     ）＋（         円×（１－     ）） 

⑤ 円 

 

 

  ②の金額（③の金額があるときは③の金額）と次の算式によって計算した金額との 

  いずれか低い方の金額 

 

     ①の金額 

②の金額（③の金額があるとき 

は③の金額） 

１
株
当
た
り
の
価
額
の
計
算 

小会社の 

株式の価額 

（     149    円×0.50）＋（     332    円×0.50）＝    240    円 

⑥ 円 

 

 

 

240   
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別表１－２ 純資産価額方式による本件株式の１株当たりの価額の計算 

 

１ 資産及び負債の金額（課税時期現在） 

資産の部 負債の部 

科目 評価額 帳簿価額 備考 科目 評価額 帳簿価額 備考 

現金・預金 
千円 

3,583,901 
千円 

3,583,901  支払手形 
千円 

3,917,601 
千円 

3,917,601  

受取手形 1,372,328 1,372,328  買掛金 1,524,948 1,524,948  

売掛金 2,886,717 2,886,717  未払金 636,164 636,164  

棚卸商品等 644,415 644,415  前受金 7,709 7,709  

前払金 1,592 1,592  預り金 88,047 88,047  

立替金 67 67  仮受金 139 871,341  

前払費用 32,102 32,102  未払法人税 225,985 225,985  

短期貸付金 262,840 262,840  未払事業税 0 0  

未収入金 67,904 67,904  未払消費税 96,495 96,495  

預け金 689 689  長期預り金 2,100 2,100  

仮払金 1,705 1,705  未払道府県民税 19,493 19,493  

建物 631,097 352,032  未払市町村民税 43,127 43,127  

建物附属設備 0 232,648  未払配当金 95,307 95,307  

構築物 34,459 49,227      

機械装置 883,898 883,898      

車両運搬具 2,809 2,809      

工具器具備品 185,952 185,952      

一括償却資産 4,460 4,460      

土地等 1,313,220 893,600      

残補償金請求権 198,842 0      

電話加入権 0 1,661      

投資有価証券 634,713 343,289      

保険料積立金 1,176 1,176      

入会金 0 30,353      

敷金 252,495 252,495      

長期営業債権 1,390 1,390      

子会社出資金 0 80,262      

合計 
① 

12,998,771 

② 

12,169,512 
 合計 

③ 

6,657,115 

④ 

7,528,317 
 

株式及び出資の価格の 

合計額 

㋐ 

634,713 

㋑ 

423,551 
 

土地等の価格の合計額 
㋒ 

1,313,220 
   

現物出資等受入れ資産 

の価格の合計額 

㋓ 

 

㋔ 

 
 

 

２ 評価差額に対する法人税額等相当額の計算 ３ １株当たりの純資産価額の計算 

評価額による純資産価額 

（①－③） 

⑤        千円 

6,341,656   

課税時期現在の純資産価額 

（相続税評価額）            （⑤－⑧） 

⑨        千円 

6,341,656   

帳簿価額による純資産価額 

（（②＋（㋓－㋔）－④）、マイナスの場合は0） 

⑥        千円 

4,641,195   

課税時期現在の発行済株式数 

（（原審被告準備書面(1)別表３の①）－自己株式数） 

⑩         株 

19,061,424   

評価差額に相当する金額 

（⑤－⑥、マイナスの場合は0） 

⑦        千円 

1,700,461   
課税時期現在の１株当たりの純資産価額 

（相続税評価額）            （⑨÷⑩） 

⑪         円 

332   

評価差額に対する法人税額等相当額 

（⑦42％） 

⑧        千円 

－   

同族株主等の議決権割合（原審被告準備書面(1)別表３

の⑤の割合）が50％以下の場合     （⑪×80％） 

⑫         円 
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別表１－３ 省略 
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別表２－１ 平成１９年分に係る所得税の納付すべき税額の計算 

（単位：円） 

区分 順号 本件更正処分 

Ｇの業種目を「その他

の卸売業」 

として算定した場合 

総所得金額（②＋③＋④） ① 92,911,123 92,911,123 

配当所得の金額 ② 47,541,025 47,541,025 

給与所得の金額 ③ 44,242,000 44,242,000 内
訳 

雑所得の金額 ④ 1,128,098 1,128,098 

(746,021,500) (891,021,500) 
未公開分の株式等の譲渡所得の金額 ⑤ 

745,599,409 890,599,409 

上場分の株式等の譲渡所得の金額 ⑥ 0 0 

所得控除の合計額 ⑦ 201,544,073 201,544,073 

医療費控除 ⑧ 23,939 23,939 

社会保険料控除 ⑨ 1,128,634 1,128,634 

地震保険料控除 ⑩ 16,500 16,500 

寄附金控除 ⑪ 199,995,000 199,995,000 

内
訳 

基礎控除 ⑫ 380,000 380,000 

課税総所得金額（①－⑦） ⑬ 0 0 

未公開分の株式等の課税譲渡所得の金額 

（①＋⑤－⑦） 
⑭ 636,966,000 781,966,000 

上場分の株式等の課税譲渡所得の金額 ⑮ 0 0 

課税総所得金額に対する税額 ⑯ 0 0 

未公開分の株式等の課税譲渡所得の 

金額に対する税額 
⑰ 95,544,900 117,294,900 

上場分の株式等の課税譲渡所得の 

金額に対する税額 
⑱ 0 0 

算出税額（⑯＋⑰＋⑱） ⑲ 95,544,900 117,294,900 

配当控除の金額 ⑳ 2,377,052 2,377,052 

差引所得税額（⑲－⑳） ㉑ 93,167,848 114,917,848 

源泉徴収税額 ㉒ 19,816,737 19,816,737 

申告納税額（㉑－㉒） ㉓ 73,351,100 95,101,100 

予定納税額 ㉔ 1,736,600 1,736,600 

納付すべき税額（㉓－㉔） ㉕ 71,614,500 93,364,500 

注１ 順号⑤の「未公開分の株式等の譲渡所得の金額」欄の括弧書きは、上場分の株式等の譲渡損失

の金額422,091円を差し引く前の金額を表す。 

２ 順号⑭は、いずれも1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 

３ 順号㉓及び㉕は、いずれも100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。 
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別表２－２ 株式等の譲渡所得の内訳 

（単位：円） 

区分 順号 本件更正処分 

Ｇの業種目を「その他

の卸売業」 

として算定した場合 

譲渡による収入金額（②＋③） ① 1,204,700,000 1,349,700,000 

本件株式の本件寄附 ② 1,055,000,000 1,200,000,000 
内
訳 上記以外 ③ 149,700,000 149,700,000 

取得費（⑤＋⑥） ④ 458,678,500 458,678,500 

本件株式の本件寄附 ⑤ 325,000,000 325,000,000 
内
訳 上記以外 ⑥ 133,678,500 133,678,500 

未
公
開
分 

差引金額（①－④） ⑦ 746,021,500 891,021,500 

譲渡による収入金額 ⑧ 4,370,000 4,370,000 

取得費 ⑨ 4,792,091 4,792,091 
上
場
分 

差引金額（⑧－⑨） ⑩ △422,091 △422,091 

差引金額（⑦＋⑩） ⑪ 745,599,409 890,599,409 

未公開分の株式等の譲渡所得の金額 745,599,409 890,599,409 

上場分の株式等の譲渡所得の金額 0 0 

注１ 順号②の「本件更正処分」欄の金額は、株式の評価額211円に控訴人が寄附をした株式数500万

株を乗じた金額である。 

２ 順号②の「Ｇの業種目を『その他の卸売業』として算定した場合」欄の金額は、別表１－１の

株式の評価額240円に控訴人が寄附をした株式数500万株を乗じた金額である。 

３ 順号⑤の「本件更正処分」及び「Ｇの業種目を『その他の卸売業』として算定した場合」欄の

金額は、単価65円に控訴人が寄附をした株式数500万株を乗じた金額である。 


